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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　座面を形成するシートクッションと背もたれを形成するシートバックとを有する車両用
シートにおいて、
　前記シートバックは、車幅方向側部において前方に膨出したサイドサポート部を備え、
　前記サイドサポート部の内部には、当該サイドサポート部の長手方向に沿って延びるサ
イドフレームが配置され、更に、エアバッグモジュールが収容されており、
　前記エアバッグモジュールは、膨張展開することで乗員を拘束するエアバッグと、前記
サイドフレームの車両幅方向内側に設けられ、前記エアバッグに対して膨張ガスを供給す
るインフレータとを含み、
　前記シートバック内部には、収容状態の前記エアバッグモジュールを囲うように力布が
設けられ、
　前記エアバッグの展開時に、乗員による圧力が前記シートバックに加わっている時には
、前記力布が開放されて前記エアバッグが前記シートバックの外部に膨出するとともに、
乗員による圧力が前記シートバックに加わっていない時には、前記力布が開放されずに、
前記エアバッグが前記シートバックの内部でのみ展開するように構成されていることを特
徴とする車両用シート。
【請求項２】
　前記エアバッグモジュールの後方部分は、前記力布によって囲われていない力布開口部
を有することを特徴とする請求項１に記載の車両用シート。
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【請求項３】
　前記シートバック内部の前記エアバッグモジュールの後方には、前記エアバッグが展開
可能な空間が形成されていることを特徴とする請求項１又は２に記載の車両用シート。
【請求項４】
　前記力布の開放は、当該力布の開裂によって実行されることを特徴とする請求項１乃至
３の何れか１項に記載の車両用シート。
【請求項５】
　前記力布は、前記エアバッグが前記シートバックの外部に膨出する際に開裂する縫製部
を備えることを特徴とする請求項４に記載の車両用シート。
【請求項６】
　前記力布は、前記エアバッグモジュールを挟んで車両幅方向外側に配置される第１力布
と、車幅方向内側に配置される第２力布とを備え、
　前記第１力布は、前記サイドサポート部の前縁付近に位置する前端と、前記サイドフレ
ームに連結される後端とを有することを特徴とする請求項５に記載の車両用シート。
【請求項７】
　前記第２力布は、前記サイドサポート部の前縁付近に位置する前端と、前記シートバッ
クの一部に固定される後端とを有することを特徴とする請求項６に記載の車両用シート。
【請求項８】
　前記第１力布の前端と、前記第２力布の前端とを縫製することで、前記縫製部が形成さ
れることを特徴とする請求項７に記載の車両用シート。
【請求項９】
　前記シートバックは、前記エアバッグモジュールの周囲に配置されたクッション層と、
当該クッション層の外側に位置する表皮とを備え、
　前記力布は、前記クッション層と前記表皮との間に配置されることを特徴とする請求項
１乃至８の何れか１項に記載の車両用シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、サイドエアバッグ装置を備えた車両用シートに関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両の事故発生時に乗員を保護するために１つまたは複数のエアバッグを車両に設ける
ことは周知である。エアバッグは、例えば、ステアリングホイールの中心付近から膨張し
て運転者を保護する、いわゆる運転者用エアバッグ、自動車の窓の内側で下方向に展開し
て車両横方向の衝撃や横転、転覆事故時に乗員を保護するカーテンエアバッグ、更には、
車両横方向の衝撃時に乗員を保護すべく乗員とサイドパネルとの間で展開するサイドエア
バッグなどの様々な形態がある。本発明は、車両用シートに備えられるサイドエアバッグ
装置に関するものである。
【０００３】
  サイドエアバッグ装置においては、設置領域における制約が大きいため、装置のコンパ
クト化の要請が強い。また、展開速度の向上や展開挙動、展開形状の安定化による適切な
乗員保護性能が要求される。
　更に、乗員がシートに対して正常に着座していない、所謂ＯＯＰ（アウト・オブ・ポジ
ション）の状況において、エアバッグによる乗員へのダメージを低減する必要がある。
 
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は上記のような状況に鑑みてなされたものであり、乗員がシートに対して正常に
着座していない、所謂ＯＯＰ（アウト・オブ・ポジション）の状況において、エアバッグ
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による乗員へのダメージを低減可能な車両用シートを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　以下に、上記課題を解決するための手段に及び、その効果について説明する。なお、本
発明において、乗員が正規の姿勢で座席に着座した際に、乗員が向いている方向を「前方
」、その反対方向を「後方」と称し、座標の軸を示すときは「前後方向」と言う。また、
乗員が正規の姿勢で座席に着座した際に、乗員の右側を「右方向」、乗員の左側を「左方
向」と称し、座標の軸を示すときは「左右方向」と言う。更に、乗員が正規の姿勢で座席
に着座した際に、乗員の頭部方向を「上方」、乗員の腰部方向を「下方」と称し、座標の
軸を示すときは「上下方向」と言う。
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明は、座面を形成するシートクッションと背もたれを
形成するシートバックとを有する車両用シートにおいて、前記シートバックは、車幅方向
側部において前方に膨出したサイドサポート部を備える。　前記サイドサポート部の内部
には、当該サイドサポート部の長手方向に沿って延びるサイドフレームが配置され、更に
、エアバッグモジュールが収容される。　前記エアバッグモジュールは、膨張展開するこ
とで乗員を拘束するエアバッグと、前記サイドフレームの車両幅方向内側に設けられ、前
記エアバッグに対して膨張ガスを供給するインフレータとを含む。前記シートバック内部
には、収容状態の前記エアバッグモジュールを囲うように力布が設けられる。
　そして、前記エアバッグの展開時に、乗員による圧力が前記シートバックに加わってい
る時には、前記力布が開放されて前記エアバッグが前記シートバックの外部に膨出すると
ともに、乗員による圧力が前記シートバックに加わっていない時には、前記力布が開放さ
れずに、前記エアバッグが前記シートバックの内部でのみ展開するように構成される。
【０００７】
　ここで、「サイドサポート部の長手方向」とは、上下方向、縦方向あるいは、シートバ
ックの上下方向と表現することができる。
　また、「車両幅方向内側」は、シートに乗員が着座している状態では乗員側となる。
　また、「エアバッグモジュールを囲う」とは、エアバッグモジュールに接している必要
は無く、エアバッグモジュールとの間に他の部材（パッド、クッション層等）を介在した
状態を含むものである。そして、エアバッグモジュールの全体を連続的に包囲することに
限定されず、部分的に包囲する場合を含むものである。
　「乗員による圧力がシートバックに加わっている時」とは、通常は、乗員がシートに正
常に着座している状態を意味し、「乗員による圧力がシートバックに加わっていない時」
とは、乗員がシートに着座していないか、非正規の状態（アウトオブポジション）で着座
しているような状態を意味する。
　「力布が開放」とは、力布によるエアバッグへの拘束が解き放たれる状態を意味し、縫
製された連結箇所が破断（開裂）する状態、力布自体が破断（開裂）する状態を含む。
【０００８】
　上記のような構成の車両用シートにおいては、エアバッグの展開時に、乗員による圧力
がシートバックに加わっている時には、力布が開放されてエアバッグがシートバックの外
部に膨出する。これにより、前方に大きく展開したエアバッグによって、乗員の横方向へ
の移動を確実に拘束することができる。
【０００９】
　一方、乗員による圧力がシートバックに加わっていない時には、力布が開放されずに、
エアバッグがシートバックの内部でのみ展開する。これにより、非正規な姿勢で着座して
いるような（アウトオブポジション）乗員へのダメージを最小限に抑えることができる。
【００１０】
　また、本発明は、力布の構成及びシートバックの構造を工夫するものであり、エアバッ
グの圧縮方法や、エアバッグ自体の形状を変更する等の特別な対策が必要ないため、既存
のエアバッグモジュールをそのまま使用でき、製造コストの低減に寄与するものとなる。
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【００１１】
　シートバック内部のエアバッグモジュールの後方に、エアバッグが展開可能な空間を形
成することにより、エアバッグが更に後方に展開しやすい状況となり、エアバッグを確実
にシート内部で展開させることができる。
【００１２】
　前記力布の開放は、当該力布の開裂によって実行することができる。例えば、前記力布
が、前記エアバッグが前記シートバックの外部に膨出する際に開裂する縫製部を備える構
造とすることができる。
【００１３】
　前記力布は、前記エアバッグモジュールを挟んで車両幅方向外側に配置される第１力布
と、車幅方向内側に配置される第２力布とを備えることができる。そして、前記第１力布
は、前記サイドサポート部の前縁付近に位置する前端と、前記サイドフレームに連結され
る後端とを有する構造とすることができる。また、前記第２力布は、前記サイドサポート
部の前縁付近に位置する前端と、前記シートバックの一部に固定される後端とを有する構
造とすることができる。
【００１４】
　そして、前記第１力布の前端と、前記第２力布の前端とを縫製することで、前記縫製部
を形成することができる。
【００１５】
　前記シートバックは、前記エアバッグモジュールの周囲に配置されたクッション層（ウ
レタンパッド等）と、当該クッション層の外側に位置する表皮とを備え、前記力布は、前
記クッション層と前記表皮との間に配置することができる。
【００１６】
　なお、本発明に係るサイドエアバッグは、シートのドア側（外側）に展開するタイプの
他、シートの車両中心側に展開するタイプにも適用可能である。また、シートの車両中心
側に展開するタイプのサイドエアバッグは、例えば、ファーサイドエアバッグ、フロント
センターエアバッグ、リアセンターエアバッグ等と称される。
 
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、本発明の実施例に係る車両用シートの主に外観形状を示す斜視図であり
、エアバッグユニットの図示は省略する。
【図２】図２は、図１に示す車両用シートの骨組みとして機能する内部構造体（シートフ
レーム）を示す斜視図であり、エアバッグユニットの図示は省略する。
【図３】図３は、本発明の実施例に係る車両用シートの概略側面図であり、エアバッグユ
ニットが収容された状態を車幅方向の外側から観察（透視）した様子を示す。
【図４】図４は、本発明の実施例に係るサイドエアバッグが展開した状態を示す模式図（
側面図）である。
【図５】図５は、本発明の実施例に係る車両用シートの構造を示す断面図であり、図３の
Ａ１－Ａ１方向の断面の一部に対応する。
【図６】図６は、本発明の実施例に係る車両用シートに採用されるエアバッグの展開状態
を示す概略図であり、図４のＡ２－Ａ２方向の断面に対応する。
【図７】図７は、本発明の実施例に係る車両用シートに採用されるエアバッグの展開状態
を示す断面図である。
【図８】図８は、本発明の実施例に係る車両用シートに採用されるエアバッグの展開状態
を示す断面図である。
【図９】図９は、本発明に係る車両用シートの他の態様（実施例）を示す側面図（透視図
）である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
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  以下、本発明の実施形態に係る車両用シートについて、添付図面に基づいて詳細に説明
する。なお、各図に表示する「前」とは車両の前方（進行方向）、「後」とは車両の後方
（進行方向と反対側）、「内」とは車幅方向の内側（乗員側）、「外」とは車幅方向外側
（ドアパネル側）をそれぞれ示す。
【００１９】
　図１は、本発明の実施例に係る車両用シートの主に外観形状を示す斜視図であり、エア
バッグモジュール（２０）の図示は省略する。図２は、図１に示す車両用シートの骨組み
として機能する内部構造体（シートフレーム）を示す斜視図であり、ここでも、エアバッ
グモジュール（２０）の図示は省略する。図３は、本発明の実施例に係る車両用シートの
概略側面図であり、ドアに近い側面（ニアサイド）にエアバッグモジュール２０が収容さ
れた状態を車幅方向の外側から観察した様子を示す。
【００２０】
　本実施例に係る車両シートは、部位として観たときには、図１及び図２に示すように、
乗員が着座する部分のシートクッション２と；背もたれを形成するシートバック１と；シ
ートバック１の上端に連結されるヘッドレスト３とから構成されている。
【００２１】
　シートバック１の内部にはシートの骨格を形成するシートバックフレーム１ｆが設けら
れ、その表面及び周囲にはウレタン発泡材等からなるパッド１６（図４参照）が設けられ
、当該パッド１６の表面は皮革、ファブリック等の表皮１４（図４参照）によって覆われ
ている。シートクッション２の底側には着座フレーム２ｆが配置され、その上面及び周囲
にはウレタン発泡材等からなるパッドが設けられ、当該パッドの表面は皮革、ファブリッ
ク等の表皮１４によって覆われている。着座フレーム２ｆとシートバックフレーム１ｆと
は、リクライニング機構４を介して連結されている。
【００２２】
　シートバックフレーム１ｆは、図２に示すように、左右に離間して配置され上下方向に
延在するサイドフレーム１０と、このサイドフレーム１０の上端部を連結する上部フレー
ムと、下端部を連結する下部フレームとにより枠状に構成されている。ヘッドレストフレ
ームの外側にクッション部材を設けることでヘッドレスト３が構成される。
【００２３】
　図３に示すように、サイドサポート部１２の内部には、エアバッグモジュール２０を囲
む力布４０が設けられている。力布４０は、サイドフレーム１０の長手方向と概ね直交す
る方向に延びている。なお、力布４０の詳細については、後述する。
【００２４】
　図４は、エアバッグ３１（３４，３６）が展開した状態を示す模式図（側面図）である
。図４に示すように、エアバッグ３１（３４，３６）は、サイドサポート部１２の前方に
向かって展開する第１チャンバ３４と；第１チャンバ３４の車幅方向内側で展開する第２
チャンバ３６とを備える。
【００２５】
　図５は、本発明の実施例に係る車両用シートの構造を示す断面図であり、図３のＡ１－
Ａ１方向の断面の一部に対応する。上述したサイドフレーム１０は、樹脂又は金属によっ
て成形され、図５に示すようなコの字断面形状とすることができ、コの字の向きは図５と
左右反転させることもでき、あるいは平板状とすることもできる。サイドフレーム１０は
、水平断面を上方から見たときに車両進行方向に沿って延び、このサイドフレーム１０の
内側（シート中心側）にエアバッグモジュール２０（インフレータ３０）が配置される。
【００２６】
　図５に示すように、シートバック１は、車幅方向側部（端部）において車両進行方向（
車両前方）に膨出したサイドサポート部１２を備える。サイドサポート部１２の内部にお
いて、ウレタンパッド１６が配置されていない隙間にエアバッグモジュール２０が収容さ
れる。エアバッグモジュール２０は、膨張展開することで乗員を拘束するエアバッグ３１
（３４，３６）と；エアバッグ３１（３４，３６）に対して膨張ガスを供給するインフレ
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ータ３０とを備える。なお、符号２５はドアトリムを示す。
【００２７】
　シートバック１の表皮１４の継ぎ目１８，２２は内側に織り込まれて縫製によって連結
されている。なお、前方の継ぎ目１８は、エアバッグ３１が展開した時に開裂するように
なっている。
【００２８】
　収容状態のエアバッグ３１の外面は、図示しないファブリック製の柔軟なカバーによっ
て覆われている。第１チャンバ３４と第２チャンバ３６との関係において、エアバッグ３
１は蛇腹状に折り畳むもしくはロールする（「折り畳み」にはロールすることも含む）他
、適宜最適な圧縮方法を採用することができる。
【００２９】
　力布４０は、２本の帯状の第１力布４０１及び第２力布４０２によって成形することが
できる。第１力布４０１は、サイドサポート部１２の車幅方向外側（左側面）に沿って、
表皮１４とウレタンパッド１６との隙間を通って延びており、前端部４０１ｆがサイドサ
ポート部１２の前端付近に達し、後端部４０１ｒがスリット４２を通ってサイドフレーム
１０に固定されている。一方、第２力布４０２は、サイドサポート部１２の車幅方向内側
（右側面）に沿って、表皮１４とウレタンパッド１６との隙間を通って延びており、前端
部４０２ｆがサイドサポート部１２の前端付近に達し、後端部４０２ｒがサイドサポート
部１２から概ねフラットな背もたれ部との境界付近において縫製によって表皮１４に連結
されている。
【００３０】
　図５に示すように、力布４０（４０１，４０２）の前端部４０１ｆ、４０２ｆ同士は、
サイドサポート部１２の先端部分にある表皮１４の縫い目１８の内側において、縫製４６
によって連結されている。この縫製部４６、エアバッグが展開した時に開裂する起点とな
る。これにより、エアバッグ３１の展開時にサイドサポート部１２が開裂する動作を阻害
しないようになっている。力布４０（４０１，４０２）を開裂させることにより、当該開
裂した部分（４６）からエアバッグ３１（主に、第１チャンバ３４）が一気に膨張し、サ
イドサポート部１２の外側に速やかに展開可能となる。
【００３１】
　エアバッグモジュール２０の後方部分は、力布４０が開放されており、エアバッグモジ
ュール２０は囲われていない構造となっている。すなわち、力布４０は環状につながって
いるものではなく、後方部分が非連続な状態で開放されている。また、シートバック１の
内部には、エアバッグモジュール２０の後方に、エアバッグ３１が展開可能な空間４０４
が形成されている。この空間４０４の範囲（大きさ、容積）は、ウレタンパッド１６の形
状によって適宜調整することができる。
【００３２】
　そして、エアバッグ２０の展開時に、乗員による圧力がシートバック１（１２）に加わ
っている時には、力布４０（４０１，４０２）の前端部４０１ｆ、４０２ｆにおける縫製
４６が破断して、エアバッグ３１がシートバック１の外部に膨出するようになっている。
他方、乗員による圧力がシートバック１（１２）に加わっていない時には、力布４０（４
０１，４０２）の前端部４０１ｆ、４０２ｆの縫製４６が破断せずに、エアバッグ２０が
シートバック１の内部でのみ展開するようになっている。
【００３３】
　例えば、乗員がシートベルトを着用せず、車両進行方向と反対側を向いてシートに正座
しているような、所謂アウトオブポジションの状況では、ウレタンパッド１６とサイドフ
レーム１０に挟まれたエアバッグ３１の後方部分への圧迫が無いか微弱であるため、エア
バッグ３１は力布４０に囲われていない後方に向かってより展開しやすい状況となり、エ
アバッグ３１はシートバック１の内部（空間４０４）で展開を完結させることになる。こ
のため、非正規な姿勢で着座しているような乗員が、シートから膨出したエアバッグ３１
によって大きなダメージを受けるようなことがない。
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【００３４】
　図６は、図４のＡ２－Ａ２方向の断面に対応するエアバッグの展開状態を示す概略図で
ある。図６に示すように、本実施例においては、インフレータ３０は第２チャンバ３６の
内部に収容される。インフレータ３０は、例えば、円柱状のシリンダータイプのインフレ
ータを使用することができる。インフレータ３０の外周部からは、車幅方向内側に向かっ
て上下一対のスタッドボルト３２が突出している。これらのスタッドボルト３２は、ナッ
トによってサイドフレーム１０に取り付けられている（締結固定されている）。インフレ
ータ３０には、周方向に並んだ複数のガス噴出口が形成されており、当該ガス噴出口から
放射状にガスが噴出される。なお、必要に応じてガスの流れを制御するディフューザを設
けることができる。
【００３５】
  このインフレータ３０には、車両に搭載されたエアバッグ制御用ＥＣＵが電気的に接続
されている。このエアバッグ制御用ＥＣＵには、側面衝突を検知するサテライトセンサが
電気的に接続されている。このサテライトセンサからの信号に基づいてエアバッグ制御用
ＥＣＵが側面衝突を検知した際にインフレータ３０を作動するように構成することができ
る。
【００３６】
　第２チャンバ３６は、サイドサポート部１２の少なくとも前側部分を乗員側に向かって
突出変形させ、サイドサポート部１２が乗員の腰部や肩部に接触、押圧するようになって
いる。これによって事故発生時の初期段階における乗員拘束性能が向上する。第２チャン
バ３６の容量は第１チャンバ３４の容量よりも小さく設定されている。好ましくは、第２
チャンバの形状と容量を調節して、第２チャンバ３６が、常にサイドサポート部１２の内
部でのみで展開するようにしてもよい。これによって、第２チャンバ３６を第１チャンバ
３４よりも早くフル展開とすることができる一方、第１チャンバ３４により多くのガスを
充填することが出来るようになる。
【００３７】
　第１チャンバ３４は、サイドサポート部１２の外側で前方に向かって展開する。第１チ
ャンバ３４の展開形状及び、展開方向は、エアバッグの折り畳み方、折り畳まれたエアバ
ッグの配置、インフレータのガス噴射方向の設定、第２チャンバ３６と第１チャンバ３４
間のガスの流れる方向などによって調整可能である。これらにより、第２チャンバ３６の
展開による第１チャンバ３４の展開が妨げられることが少なくなり、第１チャンバ３４の
展開がスムーズになる。第１チャンバ３４の展開とともに第２チャンバ３６の展開との協
働により乗員保護性能が向上する。
【００３８】
　図６に示すように、第１チャンバ３４を構成する２枚のパネル３４ａ，３４ｂは同一形
状に成形され、縫製によって膨張領域３４ｄが形成される。同様に、第２チャンバ３６を
構成する２枚のパネル３６ａ，３６ｂは同一形状に成形され、外縁部の縫製によって膨張
領域３６ｄが形成される。
【００３９】
　第１チャンバ３４の内側パネル３４ｂには、第１チャンバ３４と第２チャンバ３６とに
連通するベントホールＶ１が形成されており、第２チャンバ３６内部の膨張ガスがベント
ホールＶ１を介して第１チャンバ３４に流れるようになっている。
　なお、本発明においては、必ずしもエアバッグ３１を２つのチャンバ３４，３６によっ
て構成する必要は無く、単一のチャンバからなるエアバッグや、３つ以上のチャンバに区
切られたエアバッグにも適用可能である。
【００４０】
　図７は、本実施例に係るエアバッグ３１の展開状態を示す断面図であり、シートに乗員
が正規の姿勢で着座している場合の状況を示す。一方、図８は、シートに乗員が非正規の
姿勢で着座している場合又は、乗員がいない場合の状況を示す。
【００４１】
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　図７に示すように、シートに乗員が正規の姿勢で着座している場合には、ウレタンパッ
ド１６とサイドフレーム１０に挟まれたエアバッグ３１の後方部分が圧迫され、後方に展
開し難く、前方に展開しやすい状況となる。このため、エアバッグ３１にはサイドサポー
ト部１２の前方に向かって展開する力が大きく働き、力布４０の縫製部４６及び表皮１４
の縫製部１８（図５参照）が開裂して、展開したエアバッグ３１がシートバック１（サイ
ドサポート部１２）の外部に膨出することになる。これにより、前方に大きく展開したエ
アバッグ３１によって、乗員の横方向への移動を確実に拘束することができる。なお、第
２チャンバ３６の展開によって、シートバック１（主に、サイドサポート部１２）自体は
、車幅方向内側に向かって凸の状態に変形することになる。
【００４２】
　一方、図８に示すように、乗員による圧力がシートバック１に加わっていない時、例え
ば、乗員がシートベルトを着用せずに車両進行方向と反対側を向いてシートに正座してい
るような、所謂アウトオブポジションの状況では、ウレタンパッド１６とサイドフレーム
１０に挟まれたエアバッグ３１の後方部分への圧迫が無いか微弱であるため、エアバッグ
３１は力布４０に囲われていない後方に向かってより展開しやすい状況となる。また、ウ
レタンパッド１６は比較的容易に変形し、又は車幅方向内側に向かって移動しやすい状況
となる。その結果、エアバッグ３１はウレタンパッド１６を車幅方向内側に押し込みつつ
、後方の空間４０４に向かって展開する。
【００４３】
　このように、乗員が正規な姿勢でシートに着座していな状況では、エアバッグ３１がシ
ートバック１の内部で展開を完結させて、外部に膨出しないため、乗員へのダメージを最
小限に抑えることができる。なお、展開したエアバッグ３１がシートの外部に膨出しない
場合でも、シートバック１（主に、サイドサポート部１２）自体が、車幅方向内側に向か
って凸の状態に変形するように構成することができる。
【００４４】
　図９は、本発明の実施例に係る車両用シートの他の態様を示す側面図（透視図）である
。図９に示す態様では、２本の力布４０Ｕ，４０Ｌを平行な状態で上下に配置したもので
あり、他の構成については既に説明した実施例（図３等）と同様である。２本（２セット
）の力布４０Ｕ，４０Ｌを採用することにより、エアバッグ３１の展開挙動をより確実に
規制することが可能となる。なお、力布の本数は、１本又は２本に限定されることなく、
３本以上とすることもできる。
【００４５】
　本発明を上記の例示的な実施形態と関連させて説明してきたが、当業者には本開示によ
り多くの等価の変更および変形が自明であろう。したがって、本発明の上記の例示的な実
施形態は、例示的であるが限定的なものではないと考えられる。本発明の精神と範囲を逸
脱することなく、記載した実施形態に様々な変化が加えられ得る。例えば、発明を実施す
るための形態では、ニアサイドのサイドエアバッグについて重点的に述べたが、ファーサ
イドエアバッグ（車両用シートの車両ドアから遠い側の面）や、スモールモビリティなど
超小型車両等における単座の車両（ドアの有る無しにかかわらず一列にシートが一つしか
ない部分を含むような車両）等にも用いることが可能である。



(9) JP 6865723 B2 2021.4.28

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(10) JP 6865723 B2 2021.4.28

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(11) JP 6865723 B2 2021.4.28

【図９】



(12) JP 6865723 B2 2021.4.28

10

フロントページの続き

(56)参考文献  国際公開第２０１７／２０９１９２（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開２００１－３５４１０３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－０９３４７９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２４７２１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１７－２２６３８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許第０５９６７６０３（ＵＳ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ６０Ｒ　　２１／１６


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

